
 
政
令
第　
　
　

号

 

特
定
漁
船
員
の
労
働
時
間
、
休
日
及
び
定
員
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
七
条
第
一
項
並
び
に
船
員
法
等
の

 

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
二
号
）
附
則
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

 

（
定
義
）

 

第
一
条　

こ
の
政
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

一　

特
定
漁
船　

遠
洋
漁
業
に
従
事
す
る
漁
船
そ
の
他
の
操
業
せ
ず
に
航
行
す
る
日
が
一
日
以
上
で
あ
る
漁
船
を
い
う
。

 

二　

特
定
漁
船
員　

次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

イ　

特
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
雇
入
契
約
に
お
け
る
労
働
条
件
に
関
す
る
事
項
と
し
て
操
業
を
指
揮

 

す
べ
き
旨
が
定
め
ら
れ
た
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
条
に
お
い
て
「
操
業
指
揮
者
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の

 

ロ　

特
定
漁
船
に
乗
り
組
む
た
め
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
船
内
で
使
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の

三　

特
定
漁
船
漁
ろ
う
員　

特
定
漁
船
員
の
う
ち
、
船
員
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
船
長
の
指
揮
監
督
又
は
命
令
を
受
け
る

 

ほ
か
、
操
業
指
揮
者
の
指
揮
命
令
の
下
で
漁
ろ
う
の
作
業
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。



 

四　

航
海
期
間　

航
海
の
開
始
の
日
か
ら
終
了
の
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。

五　

操
業
期
間　

航
海
期
間
の
う
ち
、
特
定
漁
船
に
お
い
て
操
業
を
開
始
す
べ
き
時
刻
と
し
て
操
業
指
揮
者
が
指
定
す
る
時

刻
の
属
す
る
日
（
第
七
条
に
お
い
て
「
操
業
開
始
日
」
と
い
う
。
）
の
午
前
零
時
か
ら
操
業
を
終
了
す
べ
き
時
刻
と
し
て

操
業
指
揮
者
が
指
定
す
る
時
刻
の
属
す
る
日
（
同
条
に
お
い
て
「
操
業
終
了
日
」
と
い
う
。
）
の
終
了
ま
で
の
期
間
を
い

 

う
。

 

（
労
働
時
間
）

第
二
条　

特
定
漁
船
員
の
一
日
当
た
り
の
労
働
時
間
は
、
八
時
間
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
漁
船
漁
ろ
う
員
の
操
業
期
間

 

に
お
け
る
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２　

特
定
漁
船
員
の
一
週
間
当
た
り
の
労
働
時
間
は
、
一
年
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
特
定
漁
船
の
船
舶
所
有
者
が

就
業
規
則
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
よ
り
定
め
る
期
間
又
は
労
働
協
約
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
期
間
（
次
条
第
一
項
に
お

い
て
「
対
象
労
働
期
間
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
平
均
四
十
時
間
以
内
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
漁
船
漁
ろ
う

 

員
の
一
週
間
当
た
り
の
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
操
業
期
間
を
除
い
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
休
日
）



第
三
条　

特
定
漁
船
の
船
舶
所
有
者
が
特
定
漁
船
員
に
与
え
る
べ
き
休
日
は
、
対
象
労
働
期
間
に
つ
い
て
一
週
間
当
た
り
平
均

一
日
以
上
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
漁
船
漁
ろ
う
員
に
与
え
る
べ
き
休
日
の
日
数
に
つ
い
て
は
、
操
業
期
間
を

 

除
い
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

特
定
漁
船
の
船
舶
所
有
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
休
日
を
与
え
る
べ
き
特
定
漁
船
員
が
当
該
休
日
を
与
え
ら
れ
る
前
に

解
雇
さ
れ
、
又
は
退
職
し
た
と
き
は
、
当
該
特
定
漁
船
員
に
与
え
る
べ
き
休
日
の
日
数
に
応
じ
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

 

休
日
手
当
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
休
息
時
間
）

第
四
条　

特
定
漁
船
の
船
舶
所
有
者
は
、
航
海
期
間
に
お
い
て
休
息
時
間
を
一
日
に
つ
い
て
分
割
し
て
特
定
漁
船
員
に
与
え
る

場
合
に
は
、
休
息
時
間
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
の
休
息
時
間
を
六
時
間
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
漁
船

 

漁
ろ
う
員
の
操
業
期
間
に
お
け
る
休
息
時
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２　

特
定
漁
船
の
船
舶
所
有
者
は
、
操
業
期
間
に
お
い
て
は
、
特
定
漁
船
漁
ろ
う
員
を
一
日
に
つ
き
八
時
間
以
上
（
操
業
指
揮

者
が
操
業
の
た
め
臨
時
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
日
に
つ
き
十
六
時
間
以
上
）
休
息
さ
せ
る
も
の
と

 

す
る
。



３　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
母
船
式
漁
業
に
従
事
す
る
特
定
漁
船
の
船
舶
所
有
者
は
、
操
業

期
間
に
お
い
て
は
、
特
定
漁
船
漁
ろ
う
員
を
一
日
に
つ
き
十
時
間
以
上
（
操
業
指
揮
者
が
操
業
の
た
め
臨
時
の
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
日
に
つ
き
二
十
時
間
以
上
）
休
息
さ
せ
る
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
休
息
時
間
の

 

分
割
そ
の
他
の
休
息
時
間
の
付
与
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

 

（
時
間
外
、
休
日
及
び
休
息
時
間
の
労
働
）

第
五
条　

特
定
漁
船
の
船
舶
所
有
者
は
、
そ
の
船
長
が
臨
時
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
船
長
を
し
て
、
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
労
働
時
間
の
制
限
を
超
え
て
特
定
漁
船
員
を
作
業
に
従
事
さ
せ
、
又
は
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
前
条
第
一

 

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
日
若
し
く
は
休
息
時
間
に
お
い
て
特
定
漁
船
員
を
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
割
増
手
当
）

第
六
条　

特
定
漁
船
の
船
舶
所
有
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
漁
船
員
が
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
労
働
時
間
の
制
限
を
超

え
て
、
又
は
休
日
に
お
い
て
作
業
に
従
事
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
割
増
手
当
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

 

い
。

 

（
記
録
簿
の
備
置
き
等
）



第
七
条　

特
定
漁
船
の
船
舶
所
有
者
は
、
そ
の
船
長
を
し
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
船
内
に
記
録
簿
を

備
え
置
か
せ
、
操
業
開
始
日
及
び
操
業
終
了
日
並
び
に
特
定
漁
船
員
の
労
働
時
間
、
休
日
及
び
前
条
の
割
増
手
当
に
関
す
る

 

事
項
を
記
載
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
例
外
規
定
）

 

第
八
条　

第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
特
定
漁
船
員
が
次
に
掲
げ
る
作
業
に
従
事
す
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一　

人
命
、
船
舶
若
し
く
は
積
荷
の
安
全
を
図
る
た
め
又
は
人
命
若
し
く
は
他
の
船
舶
を
救
助
す
る
た
め
緊
急
を
要
す
る
作

 業

 

二　

防
火
操
練
、
救
命
艇
操
練
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
作
業

 

三　

航
海
当
直
の
通
常
の
交
代
の
た
め
に
必
要
な
作
業

２　

特
定
漁
船
の
船
舶
所
有
者
は
、
特
定
漁
船
員
が
航
海
期
間
に
お
け
る
休
日
又
は
休
息
時
間
に
お
い
て
前
項
各
号
に
掲
げ
る

作
業
に
従
事
し
た
と
き
は
、
そ
の
船
長
を
し
て
、
当
該
作
業
の
終
了
後
で
き
る
限
り
速
や
か
に
当
該
特
定
漁
船
員
を
休
息
さ

 

せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
定
員
）



第
九
条　

特
定
漁
船
の
船
舶
所
有
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
第
二
条
第
一
項
の
規
定
を
遵
守
す
る
た
め

に
必
要
な
特
定
漁
船
員
の
定
員
を
定
め
て
、
そ
の
員
数
以
上
の
特
定
漁
船
員
を
乗
り
組
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

 

し
、
航
海
中
に
欠
員
を
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
欠
員
を
補
充
す
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
も
の
と
す
る
。

 

（
罰
則
）

第
十
条　

特
定
漁
船
の
船
舶
所
有
者
が
第
三
条
第
二
項
、
第
六
条
又
は
前
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を

 

し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２　

特
定
漁
船
の
船
舶
所
有
者
の
代
表
者
、
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
船
舶
所
有
者
の
業
務
に
関
し
、
前

 

項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
船
舶
所
有
者
に
対
し
て
同
項
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

 

附　

則

 

（
施
行
期
日
）

 

１　

こ
の
政
令
は
、
船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
五
月
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
航
海
中
で
あ
る
特
定
漁
船
に
乗
り
組
む
特
定
漁
船
員
の
当
該
航
海
に
係
る
労
働
時
間
、
休
日



及
び
定
員
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
船
員
法
第
七
十
三
条
の
規
定
（
同
条
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。



 

理　

由

船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
船
員
法
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
九
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な

い
船
員
の
う
ち
特
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
の
労
働
時
間
、
休
日
及
び
定
員
に
関
し
船
舶
所
有
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め

 

る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


